
確定申告の受付が始まります
～確定申告の会場別受付日程～

2月16日
2月18日
2月19日
2月20日
2月21日
2月22日
2月23日
2月25日
2月26日
2月27日
2月28日
3月1日
3月2日
3月5日
3月6日
3月7日
3月8日
3月9日
3月12日
3月13日
3月14日

3月15日

(金)
(日)
(月)
(火)
(水)
(木)
(金)
(日)
(月)
(火)
(水)
(木)
(金)
(月)
(火)
(水)
(木)
(金)
(月)
(火)
(水)

(木)

開催会場

開　催
日曜開催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
日曜開催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催

一宮支所
２階会議室

開　催
開　催
開　催
開　催
開　催

開　催
開　催
開　催

八代支所
1階会議室

開　催
開　催
開　催
開　催
開　催

開　催
開　催
開　催

御坂支所
会議室

開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催

開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催

春日居あぐり
情報ステーション
2階  農業体験室

開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催
開　催

芦川支所

※
芦
川
地
区
に
つ
き
ま
し
て
は
後
日
チ
ラ
シ
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※市役所市民窓口館を除くすべての会場では、相談受付期間を限定させていただいています。
※お住まいの町に関係なく、各会場の相談受付開催期間であればどちらの会場でも受付は可能です。
※住民税申告につきましても、確定申告期間中のご提出をお願いします。

月　日 市役所
市民窓口館1階
101会議室

境川坊ヶ峯
ふれあいセン
ター会議室

　平成29年分「所得税および復興特別所得税」の確定申告と平成30年度分「市県民税」の申告相談およ
び受付が始まります。特に行政区などの指定はありませんので期間内に申告を行ってください。
　ご不便をお掛けする点もございますが、ご理解とご協力をお願いします。

　確定申告書を市役所の申告会場で提出する場合は、マイナンバーカード等の本人確認書類（注）の写しの
添付が 必要 です（税務署に提出の場合は提示でも可）。
　※本人確認書類とは、次の書類などをいいます。
　　・マイナンバーカード
　　・通知カードおよび運転免許証などの顔写真付きの身分証明書
　　・マイナンバーが記載された住民票の写しおよび運転免許証などの顔写真付きの身分証明
○申告期間中は、混雑が予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。
○申告には印鑑が必要になりますので、忘れずにお持ちください。
○申告して所得税の還付が出る方は、還付先の口座番号（本人名義）が必要です。
○給与収入のある方は源泉徴収票をお持ちください。また事業収入・不動産収入のある方は青色申告決算
書または収支内訳書を作成してから申告会場にお越しください。
○税務署より「確定申告の用紙」または「確定申告のお知らせのはがき」が送付されている方はご持参を
お願いします。
○雑損控除、土地・建物等の譲渡所得、株式などの譲渡所得がある方は、直接税務署で申告してください。

確定申告書作成指導会場「夢わーく山梨」（勤労者福祉センター）旧山梨市役所隣り
○申告した内容は、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の保険料の算定や負担区分の
判定などに必要な賦課資料になります。
○申告不要の上場株式の配当または譲渡所得があった方は、申告をすると所得税が還付されることがあり
ますが、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の保険料の算定や負担区分の判定など
における所得金額に算入されます。
○内容によっては、市の申告会場では受け付けることができない場合もありますので、あらかじめご了承
ください。
○複雑または、時間を要する内容と思われる場合などは、山梨税務署の署外会場である「夢わーく山梨」
において、2月16日（金）から申告書の作成相談会場を設置していますのでそちらのご利用をお勧めします。

▼受付時間　午前9時～11時、午後1時～4時 
※日曜確定申告会場を、2月18日（日）・25日（日）午前9時～11時、午後1時～4時に開設します。市役所市民窓口館
1階会場のみの開設ですが、市内全域が対象ですのでご利用ください。
※混雑状況等により、締切時間を早めさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
※会場にお越しになる際には、各会場の相談受付開催期間をご確認の上、ご来場いただけますようお願いします。
※最終日（3月15日木曜日）につきましては 正午 をもって受付を締め切りとさせていただきますのでご注意願います。
※最終日（3月15日木曜日）は、非常に混雑することが予想されますのでお早目の申告をお願いします。

■問合せ先　税務課　市民税担当　☎ 055（262）4111

確定申告上の注意点

■問合せ先　・税務課 市民税担当  ☎ 055（262）4111　・山梨税務署 個人課税部門  ☎ 0553（22）1411

正午で受付
を終了します

国民投票の流れ(概要)
○まず国会では！
「憲法改正原案の発議」：衆院議員100人以上、参院議員50人以上の賛成が必要だよ。
「衆参両議院にて憲法改正原案　可決（衆・参総議員の3分の2以上の賛成が必要）」
「憲法改正の発議」：国民に憲法改正案の提案がされるよ。
「国民投票期日の決定」：発議後、60日から180日以内に期日が決定し、執行されるよ。
○次に！
「国民投票広報協議会」が設置され、国民投票の方法などや手続きに関して必要な事項を周知するんだ。
○いよいよ投票！
投票は、「憲法改正案ごとに一人一票」。期日前投票や不在者投票、在外投票などが認められているよ。
○最後に開票！
憲法改正が国民に承認されるのは、賛成投票の数が投票総数の「2分の1」を超えた場合だよ。
○その後！　内閣総理大臣が「憲法改正の公布」のための手続きをとるよ。

　もし、これまで「選挙なんて関心がない」って思っていたなら、きっかけやタイミ
ングはそれぞれでも、自身の明日からを誰かに決められるんじゃなく、自分自身で選
ぶっていう気持ちで選挙に関心を持ってほしいな。

有権者のみんな、
注目！

■問合せ先　笛吹市選挙管理委員会事務局　☎ 055（262）4111笛吹市選挙管理委員会
笛吹市明るい選挙推進協議会

NO.25「選挙」
豆知識

～家族で「選挙」のことについて話してみよう～～家族で「選挙」のことについて話してみよう～
先月に引き続き、憲法改正に伴う「国民投票」の仕組みなどから、
「国民投票の流れ」についてフッキーがお伝えします。
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